
食品ロス問題について

配信開始予定日

令和2年12月15日（火）

令和2年12月25日（金）

令和3年 1月15日（金）

令和3年 1月25日（月）

令和3年 2月  5日（金）

テーマ

契約について

高齢者の消費者被害について

若年者の消費者被害について

消費者の社会的責任について

令和２年度

長野県では、消費生活に関する基礎的な知識から最新の

知見まで、幅広い知識をインターネットも利用して手軽に

学ぶことができる「「「「長野県消費者大学長野県消費者大学長野県消費者大学長野県消費者大学 onononon WEBWEBWEBWEB」」」」を

開催します。

*お問い合わせ先

長野県長野県長野県長野県 県民文化部県民文化部県民文化部県民文化部 くらしくらしくらしくらし安全安全安全安全・・・・消費生活課消費生活課消費生活課消費生活課 相談啓発係相談啓発係相談啓発係相談啓発係

〒380-8570 長野市大字南長野字幅下 692-2

電話 026-235-7286 FAX 026-235-7374

電子メール shohi@pref.nagano.lg.jp

※本年度は教室での講座は行いません

受講を通して、自らの「「「「消費者力消費者力消費者力消費者力ををををＵＰ」ＵＰ」ＵＰ」ＵＰ」し、賢い選択ができる消費者と

なるとともに、学んだ内容を積極的に地域で発信する、「「「「自立自立自立自立したしたしたした消費者消費者消費者消費者」」」」

になりましょう！

インターネットでインターネットでインターネットでインターネットで

手軽手軽手軽手軽にににに受講受講受講受講！！！！

●●●● インターネットでインターネットでインターネットでインターネットで手軽手軽手軽手軽にににに、、、、自由自由自由自由なななな時間時間時間時間にににに学学学学べますべますべますべます！！！！

※ 受講料も無料です（通信料はご負担いただきます）。

インターネットが苦手な方も、お知り合いにスマートフォンなどを

お使いの方がいれば、その方とグループを組んで申し込み、一緒に動

画教材をご覧になることで受講することも可能です。

また、ご希望があれば先着30名に限り、テキストの送付や解答の受

領について郵送でも対応します（ただし動画教材はご覧になれません）。

● テキストによる基礎的な知識の習得だけでなく、

動画教材動画教材動画教材動画教材によりによりによりにより最新最新最新最新のののの情報情報情報情報にににに関関関関するするするする情報情報情報情報もももも学学学学べますべますべますべます！！！！

既に詳しい情報をお持ちの既に詳しい情報をお持ちの既に詳しい情報をお持ちの既に詳しい情報をお持ちの消費生活消費生活消費生活消費生活サポーターのサポーターのサポーターのサポーターの

皆皆皆皆さんもさんもさんもさんも、、、、今後今後今後今後のののの活動活動活動活動にににに役立役立役立役立ちますちますちますちます！！！！

● 学習学習学習学習にににに使用使用使用使用したしたしたした動画教材動画教材動画教材動画教材はははは、、、、消費生活消費生活消費生活消費生活サポーターのサポーターのサポーターのサポーターの

皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが地域地域地域地域でででで行行行行うううう学習会学習会学習会学習会などをなどをなどをなどを行行行行うううう際際際際にににに無料無料無料無料でででで使使使使うううう

ことができますことができますことができますことができます！！！！

お申込みお申込みお申込みお申込み

ＱＲコード

お申込みはこちらからお申込みはこちらからお申込みはこちらからお申込みはこちらから

http://u0u1.net/eiCw

郵送又はＦＡＸ郵送又はＦＡＸ郵送又はＦＡＸ郵送又はＦＡＸ

裏面の受講申込書に必要事項

をご記入の上、下記お問合せ先

へ 郵送又はＦＡＸにより 12/10

（木）まで（木）まで（木）まで（木）までに ご提出ください。

※ 申込は、16歳以上で長野県内に在住の方に限ります（申込人数が200名になり次第締め切ります）。

ホームページホームページホームページホームページ

基礎的基礎的基礎的基礎的なななな知識知識知識知識からからからから

最新最新最新最新のののの情報情報情報情報までまでまでまで！！！！

受講後受講後受講後受講後はははは地域地域地域地域にににに

動画教材動画教材動画教材動画教材でででで発信発信発信発信！！！！



ふりがな

　 住　　所

人

　　　年齢　①10代　②20代　③30代　④40代　⑤50代　⑥60代　⑦70代以上

　　　性別　①男　　 ②女

　　　　ありますが、実践していることはありますか。（○はいくつでも）

　　　①　地元産や伝統工芸品を選んだり、また地元で買い物をする

　　　②　災害被災地や風評被害にあっている地域の商品を選ぶ

　　　③　リサイクル商品、またリサイクル可能な商品を選ぶ

　　　④　値段の安さだけでなく、長く使えるか、本当に必要かを最重視する

　　　⑤　障がい者や障がい者施設で作った商品などを選ぶ

　　　⑥　減塩など健康に配慮した商品を選ぶ

　　　⑦　フェアトレードで生産された商品を選ぶ

　　　⑧　その他

　　　　　具体的に（ ）

　　　　消費行動」を指しますが、長野県版エシカル消費について知っていることはありますか。

　　　①　今まで聞いたことはなかった

　　　②　長野県版エシカル消費という言葉だけ聞いたことがある

　　　③　長野県版エシカル消費の内容や必要な背景について聞いたことがある

　　　④　長野県版エシカル消費の内容や必要な背景を知っており、実践したことがある

・動画教材は御覧いただけなくなりますのでご注意ください。

・人数に限りがありますので、希望される方は早めにお申し込みください。

長野県 県民文化部 くらし安全・消費生活課 相談啓発係　あて

　　〒380-8570 長野市大字南長野字幅下 692-2

　　　FAX 026-235-7374

受講申込書

ＦＡＸ番号　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　－

電子メール                                                   　＠　　　

お名前

ご連絡先

〒

電話番号（昼間ご連絡の取れる番号）　（　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　－

携帯電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　－

　以下はアンケートになります。差支えなければご協力をお願いします。

　問１　年齢、性別を教えてください。

　問２　人・地域・社会・環境・健康などに配慮した思いやりのある消費行動として、次のような取組が

　問３　「長野県版エシカル消費」とは、「人・地域・社会・環境・健康などに配慮した思いやりのある

　　郵送対応

　　希望の有無

　□あり　□なし

　　グルーブでの

　　参加の有無

　□あり　□なし

グループでの

参加「あり」の方

グループの人数 　グループで参加される方のお名前（申請者以外の方）

　●郵送対応希望「あり」とされた方には、テキストの送付、問題の解答の受領

　　について郵送対応を行います。


